
３ ０ 国 際 第 ８ ３ ２ 号 

関税割当公表第TPP３３号 

平成30年度の環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的

な協定に基づくホエイ（オーストラリア産の無機質を濃縮したもの）

の関税割当てについて 

経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関

する省令（平成17年農林水産省令第12号。以下「省令」という。）第５条の規

定に基づき、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（以下

「ＣＰＴＰＰ」という。）に基づく割当ての対象となるホエイ（オーストラリ

ア産の無機質を濃縮したもの）の関税割当てに関する事項を下記のように定め

ます。 

平成30年11月６日 

農 林 水 産 省 

記 

第１ 割当対象物品、割当数量及び通関期限 

１ 割当対象物品 

ＣＰＴＰＰ第２章 附属書２－Ｄ 付録Ａ 第Ｃ節の国別関税割当て（ＣＳ

Ｑ）に掲げるＣＳＱ－ＪＰ18 の無機質を濃縮したホエイであって、関税定

率法（明治 43年法律第 54号）別表第０４０４．１０号の１に掲げる物品の

うち独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律（昭和

36年法律第 183号）第 17条第１項（指定乳製品等の輸入）に規定する数量

の範囲内で輸入するもの及び同条第２項に規定する農林水産大臣の承認を

受けて輸入するもの以外のもので、かつ、無機質を濃縮したホエイであって、

関税割当制度に関する政令別表第０４０４．１０号の項で定める無機質を濃



縮したホエイに係る数量以内のもの以外のもので、灰分の含有率が 11％以

上のもののうち、ＣＰＴＰＰの規定に基づきオーストラリアからの産品とさ

れるもの 

２ 割当数量  １，３３３トン 

３ 通関期限  平成31年３月31日 

第２ 関税割当申請書受付の担当課 

  農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課 

第３ 関税割当証明書交付の担当課 

農林水産省大臣官房国際部国際経済課 

第４ 関税割当申請書の提出期間及び提出時間 

１ 提出期間（行政機関の休日を除く。） 

次の２回に分けて行う。 

(1) 平成30年11月26日（月）から同年12月３日（月）まで 

(2) 平成30年12月６日（木）から同年12月12日（水）まで 

ただし、(2)に掲げる期間において、(1)に掲げる期間に行われた申請に

対する配分において生じた残量が、商業上実施可能な数量として１トン以

上ある場合にのみ関税割当申請書を提出することができる。また、(1)に掲

げる期間において関税割当申請書を提出した者は、(2)に掲げる期間におい

て関税割当申請書を提出することはできない。 

なお、(2)に掲げる期間における配分の実施の有無及び実施する場合の

（第１の２に掲げる割当数量に対する）配分可能数量（上限）は、（2）の

開始日の午前10時までに農林水産省ホームページ（以下「当省ウェブサイ

ト」という。）（http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff2.html）にお

いて公表する。 

２ 提出時間 

午前10時から正午まで 

午後２時から午後４時まで 

第５ 関税割当申請者の資格 



次のすべての要件を満たす者 

１ ＣＰＴＰＰに基づくホエイ（オーストラリアの無機質を濃縮したもの）

の販売若しくは輸入を事業目的とする法人又はこれらの事業を行うことが

確実であると認められる個人 

２ 平成30年11月６日（火）午前10時から同年11月14日（水）正午までに、

当省ウェブサイトの申請登録フォームから、申請登録申込を行った者（登

録フォームの内容は別記様式４参照）（注：法人又は個人による申請登録

申込は１回のみとする。） 

第６ 関税割当申請書に添付すべき書類 

１ 平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間の無機質を濃縮したホ

エイの輸入実績数量等一覧表（別記様式１） 

２ 平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間の無機質を濃縮したホ

エイの輸入計画数量等一覧表（申請時までの輸入実績を含む。）（別記様

式２） 

３ 輸入商品説明書（別記様式３） 

４ 法人の登記事項証明書（個人の場合は、住民票） 

第７ 割当基準 

１ 申請数量 

１申請者当たりの申請数量は、６７トンを上限とする。 

２ 第５の２の期間に掲げる申請登録申込において、第１の２に定める割当数

量を超える数量の申込があった場合 

申請順位を定めるために、抽選を行うこととし、抽選方法については、別

添によって実施するものとする。 

抽選日及び抽選のための各者の申請登録番号については、平成30年11月19

日（月）午後２時以降に当省ウェブサイトで公表する。また、抽選結果につ

いては、抽選を行った日の翌日（行政機関の休日にあたる場合は翌開庁日）

の午後２時以降に、当省ウェブサイトで公表する。 

第４の１の(1)又は（2）の期間における関税割当申請書の申請数量につい



て、各者は第５の２の申請登録申込時の申請数量の範囲内で行うものとする。 

申請者に対する割当数量は、次のとおりとする。 

（1） 第４の１の(1)に掲げる期間 

当該期間内に申請した者は同着とみなし、申請登録後の抽選による申

請順位の上位の者から配分可能数量（上限）に達するまで数量を割り当

てる。 

（2） 第４の１の(2)に掲げる各期間 

第４の１の(1)の期間の申請後、配分可能数量が生じた場合には、当

該期間内に申請した者は同着とみなし、第４の１の（1）の期間に申請

を行った者以外の者に対し、申請登録後の抽選による申請順位の上位の

者から、配分可能数量（上限）に達するまで申請数量を割り当てる。 

３ 第５の２の期間に掲げる申請登録申込において、第１の２に定める割当数

量を下回る数量の申込があった場合 

 平成30年11月19日（月）午後２時以降に、抽選を行わない旨の通知を当省

ウェブサイトで公表する。 

第４の１の(1)又は（2）の期間における関税割当申請書の申請数量につい

て、各者は申請登録申込時の申請数量の範囲内で行うものとする。 

申請者に対する割当数量は、次のとおりとする。 

（1） 第４の１の(1)に掲げる期間 

当該期間内に申請した者は同着とみなし、各申請者に対して申請数量を

割り当てる。 

（2） 第４の１の（2）に掲げる期間 

当該期間内に申請した者は同着とみなし、第４の１の（1）の期間に申

請を行った者以外の者に対し、申請数量を割り当てる。 

第８ 配分結果の通知、関税割当証明書の交付及びその停止 

１ 関税割当証明書は、ＣＰＴＰＰの発効日（行政機関の休日に当たる場合

は、翌開庁日）に交付するものとする。 

  なお、品目毎の配分結果は当省ウェブサイトにおいて平成30年12月25日



（火）までに公表するとともに、配分数量を第２に掲げる担当課から割当

期間の開始までに連絡するものとする。 

２ 関税割当証明書の交付は、次のいずれかに該当することについて、農林

水産省がその事実を確認した日の翌日から翌年度の末日までの期間内は停

止するものとし、当該期間内の関税割当申請は受け付けない。 

(1) 申請者が関税割当てに関して法令違反が確定したとき。 

(2) 申請者が本公表に違反したとき。 

(3) 申請者が虚偽の申告又は報告（省令又は本公表に定める申請書、関税

割当申請書に添付すべき書類若しくは報告その他の関税割当てに関す

る書類）をしたとき。 

第９ 報告 

割当てを受けた者が、関税割当てに関して法令に違反した場合は、速やか

に報告するものとする。 

第10 公表 

 次の事項を当省ウェブサイト（４に掲げる事項については、経済産業公報

及び通商弘報を含む。）において定期的に公表する。 

１ 配分された数量 

２ 返納された数量 

３ 消化（割当）率（第１の２に掲げる割当数量に対する配分された数量） 

４ 配分を受けた者の氏名又は名称及び住所 

第11 その他 

１ 関税割当申請書の提出部数は２通（省令第１条）とし、その他の添付書

類の提出部数は１通とする。 

また、割当数量の分割を希望する場合の証明書分割申請書の提出部数は

２通（省令第３条）とする。 

２ 関税割当申請書等の記載、関税割当証明書の記載事項の変更及びその他

の事由による関税割当証明書の再交付等に関する手続については、経済連

携協定に基づく関税割当申請書等の記載要領について（平成17年４月１日



付け16国際第1297号）によるものとする。 

３ 配分を受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過し

たときは、関税割当証明書を速やかに返納しなければならない。（省令第

４条）返納に当たっては、割当てを受けた者又は返納の委任を受けた者が

第２に掲げる担当課に直接持ち込むものとし、やむを得ず送付する場合は、

郵便書留等の追跡可能な送付方法によるものとする。 

なお、関税割当証明書を返納する際、割当てを受けた物品について輸出

入・港湾関連情報処理システム（NACCS）の申告添付登録（MSX）を利用し

た者は、関税割当証明書システム管理終了結果情報の原本又はその写しを

添付するものとする。 

４ 関税割当証明書の有効期間については、関税割当証明書の「期間満了日」

の欄に記載された日までとし、当該有効期間の延長は行わないものとする。 

５ 関税割当てに必要な書類の提出を別途求めることがある。 

 

 

 



（別記様式１）

（単位：     ）

　　年　　　月 （　　） （　　） （　　） （　　）

合　計 （　　） （　　） （　　） （　　）

　氏　名（法人の場合は名称及び代表者の氏名）

月初在庫 使用(販売)数量 月末在庫

無機質を濃縮したホエイの輸入通関実績数量等一覧表

（注）（　）内には、CPTPPに基づくホエイ（オーストラリアの無機質を濃縮した
もの）の関税割当による数量を記入すること。

輸入数量



（別記様式２）

（単位：     ）

　　年　　　月 （　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

合　計 （　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

　氏　名（法人の場合は名称及び代表者の氏名）

月初在庫 月末在庫

無機質を濃縮したホエイの輸入計画数量等一覧表

輸入数量

（注）（　）内には、CPTPPに基づくホエイ（オーストラリアの無機質を濃縮したもの）の関税
割当による数量を記入すること。

使用（販売）数量



（別記様式３） 

輸入商品説明書 

（ＣＰＴＰＰに基づくホエイ（オーストラリア産の無機質を濃縮したもの）） 

 

申請者氏名（法人の場合は名称及び代表者の氏名） 

 

                          代表者印 

 
住   所 

               （電話）代表 

 
  実務担当者               内線 

① 関税率表の番号等 品  目  名 原 産 国 ② 船 積 港      

 
 
 
 

 
無機質を濃縮した 
ホエイ 
 

 
オーストラリア 
 

 
 
 
 

③ 型及び品名 ④ 輸入商品の原料及びその構成比並びに形状 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

原料（成分）及び重量構成比（％）  

形状及び 

容器の形態 

 

 

 

 

 

（例）冷  凍 

  粉  状 

○kgｶｰﾄﾝ詰 

⑤ 輸入契約の相手先 ⑥ 輸入商品の製造者 

 
 
 

 
 
 

  注： ＣＰＴＰＰに基づくホエイ（オーストラリア産の無機質を濃縮した

もの）について、第④欄には、乳に由来する無機質(灰分)、蛋白質及

び乳糖並びに水分の各々の含有割合を明記すること 



（別記様式４） 
 
◯◯年度のＣＰＴＰＰに基づくホエイ（オーストラリアの無機質を濃縮したもの）の 
関税割当て（ＣＳＱ－ＪＰ18）の申請登録申込 ＜ウェブサイトでの申込内容＞ 

 

農林水産省では、ＣＰＴＰＰに基づくホエイ（オーストラリアの無機質を濃縮したもの）
の関税割当てについて、以下の事項に関する申請登録申込を行う必要があります。 平成
◯◯年度のＣＰＴＰＰに基づく関税割当公表をご覧の上、申請登録申込の手続きをお願
いいたします。 
 
なお、法人又は個人による申請登録は 1 回のみとします。 
 
申請登録の申込後、農林水産省からは、各法人又は個人宛てに、申請登録申込の完了に
関するメール等での返信を行いません。また、申請登録の申込後、登録内容の修正を行
うことは出来ませんので、ご注意願います。 
申込期間終了後、申請登録のウェブサイトは、締め切らせていただきます。 
 
（受付期間:平成◯年◯月◯日から平成◯年◯月◯日まで） 

 

 

 
○ 申請者名（全角）（必須） （例：株式会社◯◯） 

○ 代表者名（全角）（必須） （例：代表取締役 農水 太郎） 

 

○ 住所（全角）（必須） 

注：登記簿（法人の場合）又は住民票（個人の場合）の住所（都道府県を含む）を記入 

 

○ 電話番号（半角）（必須）（例：03-◯◯－◯◯◯◯） 

 

○ ホエイ（オーストラリアの無機質を濃縮したもの）の申請数量 

（単位：トン、数値のみ入力すること）（半角）（必須） 

注：１申請者あたりの申請上限数量に注意すること 

 

○ 担当者氏名（全角）（必須）（例：農水 一郎） 

 

○ 担当者のメールアドレス（半角）（必須） 

 

○ 確認メールアドレス（半角）（必須） 

  確認のため、上記と同じメールアドレスをもう一度入力して下さい 

 

 

送信確認       リセット 



（別添） 

 

申請登録後の抽選方法について 

 

１．留意事項 

（１）農林水産省ウェブによる申請登録 

各法人又は個人による登録は１回のみとします。登録フォームの内容は、

各品目の関税割当公表をご参照下さい。なお、複数回の登録や入力事項に

不備等が発見された場合は、申請登録番号は付与できない場合があります。 

当省ウェブからの申請登録の申込後、農林水産省からは、各法人又は個

人宛てに、申請登録申込の完了に関するメール等での返信を行いません。

また、申請登録の申込後、登録内容の修正を行うことは出来ませんので、

十分ご注意の上、手続きをお願いいたします。 

 

（２）農林水産省ウェブによる申請登録番号の公表 

申請登録申込の結果、抽選を行う場合は、農林水産省ウェブにて、申請

登録番号を公表します。 

 

（３）公開抽選の実施と結果公表 

立会人同席の下、一連番号方式（「３抽選方法（一連番号方式）の概要」

を参照）による公開抽選を行い、申請順位を決定します。申請登録申込者

は、公開抽選に参加する必要はありませんが、見学は可能です（見学は申

請順位の決定に影響しません）。 

見学希望者は、事前連絡は不要ですが、見学は、申請登録を行った方に

限らせていただきます。公開抽選の日時については、別途当省ウェブで公

表いたします。会場は 20名程度の座席を用意しますが、見学者多数のため、

座席が不足する場合は、入場をお断りすることがありますので予めご了承

ください。 

公開抽選会会場で確認できる抽選結果は、「３抽選方法（一連番号方式）

の概要の（３）」にある「抽選結果表」のみです。「３抽選方法（一連番

号方式）の概要の（５）」にある「抽選結果表」、申請登録番号ごとの申

請順位及び申請書類の提出日時については、公開抽選実施日の翌日以降に

当省ウェブにて公表します。 

申請順位に関する個別のお問い合わせは受け付けません。また、農林水

産省から連絡することはありませんので、各自で当省ウェブをご確認くだ

さい。 

（http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/index.html） 

 

（４）申請書類の提出 

http://www/


公開抽選結果の公表の際、申請書類の提出日時も併せて公表しますので、

申請順位別に指定する日時に、申請手続を十分理解した者がご提出くださ

い。 

なお、次に掲げる場合は、申請登録申込、申請登録番号又は申請順位が

無効となりますので、ご注意ください。 

 ① 同一の法人又は個人による複数の申請登録申込が判明した場合

（例えば、支店ごとに申請登録申込を行った場合等） 

② 指定された日時に申請書類が提出されなかった場合 

③ 申請書類の不備等により、申請資格を満たしていることを確認で

きない場合 

④ ①～③の他、申請書類の不備等により、正しく申請が行われたと

判断できない場合 

 

（５）関税割当証明書の発給 

   申請書類を精査し、申請順位が有効と判断できる者を対象に、申請順位

の上位の者から順に関税割当証明書の発給を行います。発給の対象者に対

しては、登録フォームに入力されたメールアドレスにご連絡いたします。 

   申請順位が下位の者は、申請書類を提出しても発給は受けられません。

また、発給対象とならなかった者には、農林水産省から連絡は行いません

ので、ご了承ください。 

    

２．抽選方法（一連番号方式）の概要 

以下の手順で、0から 9までの番号が付された 10個の抽選玉により抽選結

果表に数字を記録し、当該数字の組み合わせによって申請登録番号を指定す

ることで、申請登録番号ごとに申請順位を決定します。 

 

＜例：申請登録者数が３桁の場合＞ 

 

（１）作業①：下 1桁の位（一の位）の表を埋めます。 

   10個の抽選玉を全て抽選機に入れ、抽選機を操作して一個ずつ抽選玉を 

出します。出てきた順番に下 1桁の位の表を埋めます。 

（進行例 1）申請登録者数が 143人で、申請順位を決定する。 

下 1桁の位を抽選。10個の抽選玉を入れた抽選機から「4」「0」「9」

「7」･･･と順に抽選玉が出た。 

 

〈抽選結果表〉・・（例） 

桁（位）＼抽選順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

（２）作業②：下 2桁の位（十の位）の表を埋めます。 

   各桁ごとに、作業①と同様の手順で表を埋めます。 

（進行例 2）作業①により、下 1桁は抽選済み。次に、下 2桁の位を抽選。10

個の抽選玉を入れた抽選機から「3」「5」「1」「8」･･･と順に抽選玉

が出た。 

〈抽選結果表〉・・（例） 

 

（３）作業③：最高位（百の位）の表を埋めます。 

   申請登録者数が 400人台であれば、最高位が百の位となり、「0」「1」

「2」「3」「4」の 5個の抽選玉を抽選機に入れ、作業①と同様の手順で

表を埋めます。 

（進行例 3）作業②により、下 1桁、下 2桁は抽選済み。次に、最高位（下 3

桁の位）を抽選。申請登録者数＝143人であることから、「0」｢1｣の 2

個の抽選玉を入れた抽選機から「0」「1」と順に抽選玉が出た。 

〈抽選結果表〉・・（例） 

 

（４）作業④：申請順位を決めます。 

   作業①～③により埋められた「抽選結果表」をもとに、若い桁ごとに上

位の桁をスライドさせて、申請順位 1位から順番に 143位まで、その順

位に対応する申請登録番号が決定します。 

（進行例 4）〈抽選結果表〉の下 1 桁（一の位）の抽選順位 1 位が「4」であ

ることから、申請登録番号の下 1桁（一の位）が「4」の者について、申

請順位が決定する。 

具体的には、下 1桁「4」・下 2桁「3」・下 3桁「0」（＝申請登録番

号 034）が申請順位 1 位、下 1 桁「4」・下 2 桁「3」・下 3 桁「1」（＝

申請登録番号 134）が申請順位 2位となる。次に下 2桁（十の位）の抽選

順位 2位の「5」にスライドさせ、下 1桁「4」・下 2桁「5」・下 3桁「0」

（＝申請登録番号 054）が申請順位 3位となる。申請順位 4位は、下 1桁

「4」・下 2 桁「5」・下 3 桁「1」（＝申請登録番号 154）となるが、申

下 1桁（一の位） 4 0 9 7 ・ ・ ・    

桁（位）＼抽選順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

下 1桁（一の位） 4 0 9 7 1 3 6 2 5 8 作業①済み 

下 2桁（十の位） 3 5   1   8   ・ ・     作業② 

桁（位）＼抽選順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

下 1桁（一の位） 4 0 9 7 1 3 6 2 5 8 作業①済み 

下 2桁（十の位） 3 5   1   8   7 9  0  4   2   6 作業②済み 

下 3桁（百の位） 0  1  作業③済み 



請登録番号 154 は該当者なしとなる。そのため、下 2 桁（十の位）の抽

選順位 3位の「1」にスライドさせ、下 1桁「4」・下 2桁「1」・下 3桁

「0」（＝申請登録番号 014）が申請順位 4位となる。 

結果、下 1 桁「4」については、034、134、054、154（該当者なし）、

014、114、084、184（該当者なし）、074、174（該当者なし）、094、194

（該当者なし）、004、104、044、144（該当者なし）、024、124、064、

164（該当者なし）となり申請順位 1位から 14位が決定する。 

次に下 1桁「0」について、030、130、050、150（該当者なし）、010、

110、080、180（該当者なし）、070、170（該当者なし）、090、190（該

当者なし）、000（該当者なし）、100、040、140、020、120、060、160

（該当者なし）となり、申請順位 15 位から 28 位が決定する。このよう

にして申請順位 1位から 143位が決定していく。 

以上より、申請登録者 143者中、申請順位上位 25者（1位から 25位）

は、申請登録番号 034、134、054、014、114、084、074、094、004、104、

044、024、124、064、030、130、050、010、110、080、070、090、100、

040、140となる。 

 

（５）作業④の結果、以下の表を、公開抽選実施日の翌日に農林水産省ホーム

ページにて公表します。 

【例】抽選結果表（申請順位→申請登録番号） 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
申請順位 

 
申請登録番号 

1 
2 
3 
－ 
4 
5 
6 
－ 
7 
－ 
8 
－ 
9 
10 
11 
－ 
12 
13 

034 
134 
054 
154（該当なし） 
014 
114 
084 
184（該当なし） 
074 
174（該当なし） 
094 
194（該当なし） 
004 
104 
044 
144（該当なし） 
024 
124 

 
申請順位 

 
申請登録番号 

14 
－ 
15 
16 
17 
－ 
18 
19 
20 
－ 
21 
－ 
22 
－ 
－ 
23 
24 
25 

064 
164（該当なし） 
030 
130 
050 
150（該当なし） 
010 
110 
080 
180（該当なし） 
070 
170（該当なし） 
090 
190（該当なし） 
000（該当なし） 
100 
040 
140 
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